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～大規模災害時の医薬品の供給体制について～



山梨県大規模災害時保健医療救護マニュアル

目的
地震等の大規模災害時において県の保健

医療救護対策本部が、どのように保健医療
救護活動の指揮調整を行い、被災市町村等
を支援できるか、具体的な組織体制や業務
内容を示すことにより、山梨県地域防災計
画の円滑な実施に資することを目的とする。
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マニュアルの目次

•Ⅰ 保健医療救護対策本部の設置

•Ⅱ 保健医療救護体制及び保健医療救護班の設置・運営

•Ⅲ 災害医療情報等の収集・伝達・提供

•Ⅳ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）

•Ⅴ 保健医療救護活動

•Ⅵ 緊急搬送

•Ⅶ 医薬品等の供給
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•Ⅰ 保健医療救護対策本部（県本部、地区本部）の設置

(1)山梨県災害対策本部を設置することとなったとき

(2)山梨県地震災害警戒本部を設置することとなったとき

具体的には次の事象が発生した時

①震度6 弱以上の地震が県内に発生したとき。

②県内で、震度5 弱・5 強の地震で相当規模の死傷者が発生

     又は発生している恐れがあるとき。

③県内に特別警報が発表され、相当規模の死傷者が発生

又は発生している恐れがあるとき。 4
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• ④県内の広範な地域にわたり、積雪深が40ｃｍを超え、更
に積雪が見込まれることで、透析患者を初めとする救急患
者等の医療体制の確保に問題が生じる恐れがあるとき。

• ⑤県内において洪水災害、土砂災害等で相当規模の死傷者
が発生、又は発生している恐れがあるとき。

• ⑥富士山に噴火警戒レベル4（避難準備）以上が発表され、
相当規模の死傷者の発生や災害時要援護者の避難支援が生
じる恐れがあるとき。

• ⑦県内において武力攻撃事態等が発生し、相当規模の死傷
者が発生、又は発生している恐れがあるとき。
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•Ⅶ 医薬品等の供給

災害時の医薬品等供給体制

• (1) 県・市町村・関係団体等による連携

• (2) 県保健医療救護対策本部（衛生薬務課）

県保健医療救護対策本部（衛生薬務課）は、地区保健医療

救護対策本部（保健所）を通じて医薬品等の需給状況を把握

するとともに、必要な医薬品等の供給について地区保健医療

救護対策本部（保健所）を通じて必要とする医療機関、医療

救護所、医療救護班及び薬局に供給できるようにするなど、

総合調整を図る。また、必要に応じて、医薬品等の供給

に関する支援を厚生労働省や近隣都県などに要請する。6
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• 医薬品等供給手順

医療機関等

①医療機関等は、医薬品等の必要な品目・数量及び保有

する品目・数量を常時把握しておく。

②医療機関等は、医薬品が不足すると見込まれる場合は、

地区保健医療救護対策本部（保健所）に医薬品等の供給

をＦＡＸ等で要請する。（様式10 参照）
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災害時の発注について

保健医療救護対策本部が設置された場合、
県への発注に統一するということではなく、災害により医
療機関が医薬品の不足が見込まれる場合に、医療機関が県
への要請し、その要請に基づき、県が赤十字センター等に
要請など行うという流れ。
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